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平成１６年度の地方債計画は、地方財源の不足に対

処するための措置を講じるとともに、極めて厳しい

地方財政の状況の下で、その健全性の確保に留意し

つつ、地方公共団体が個性豊かで活力ある地域社会

の構築を目指して、それぞれの特性を活かした魅力

あふれる地域づくり、ＩＴを活用した住民生活の向

上と地域経済の活性化、地域資源の有効活用等によ

る地域再生、災害に強く安全な地域づくり等の当面

する政策課題に重点的、効率的に対応しうるよう、

所要の地方債資金の確保を図ることとして策定され

た。

上記の方針に基づいて策定された結果、平成１６年

度の地方債の総額は１７兆４,８４３億円となり、前年度

に比べて１兆２億円、５.４％の減となった。

このうち、普通会計分は１４兆１,４４８億円で、前年

度に比べて９,２７０億円、６.２％の減（臨時財政対策

債及び減税補てん債を除いた場合は、９兆１,５２４億

円で、前年度に比べて６,４４６億円、７.６％増）とな

った。

また、普通会計分を通常分、特別分（財源対策債、

臨時財政対策債等）の区分別に見ると通常分は７兆

３,５２４億円で、前年度に比べ６,８４６億円、１０.３％の

増となっており、特別分は６兆７,９２４億円で、前年

度に比べて１兆６,１１６億円、１９.２％の減となっている。

なお、公営企業会計等分は３兆３,３９５億円で、前

年度に比べて７３２億円、２.１％の減となった。

（１）臨時財政対策債の発行

通常収支に係る地方財源の不足に対処するた

め、地方財政法第５条の特例として臨時財政対策

債４兆１,９０５億円が計上された。

なお、資金については、平成１５年度における配

分状況等を考慮して、政府資金１兆２,５７２億円が

確保され、原則として市町村に対して配分するこ

ととされた。

（２）地方単独事業の重点的・効率的な推進

地方単独事業については、地域の自立や活性化

につながる基盤整備や生活関連社会資本整備を重

点的・効率的に推進できるよう、その所要額が確

保された。

①地域活性化事業の推進

地域の活性化に向けた喫緊の政策課題であ

る循環型社会の形成、少子・高齢化対策、地

域資源の活用促進、都市再生、科学技術の振

興、情報通信基盤の整備を推進するため、そ

の所要額が確保された。

②合併特例事業の推進

自主的な市町村の合併をより一層強力に推

進するため、合併重点支援地域において市町

村が広域的に行う公共施設等の整備及び都道

府県が行う交通基盤の整備並びに合併市町村

におけるまちづくりの計画的な実施を支援す

るため、その所要額が確保された。

③防災対策事業の推進

災害等に強い安全なまちづくりを推進する

ため、防災システムのＩＴ化などの防災基盤

の整備及び公共施設等の耐震化を重点的に実

施するため、その所要額が確保された。
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④地域再生事業の推進

地域経済の活性化及び地域雇用の創造を実

現し、地域の再生を図るため、地方単独事業

を積極的に展開しようとする地方公共団体が

事業を円滑に実施できるよう、一般単独事業

債に「地域再生事業債」が新たに計上された。

（３）辺地及び過疎対策事業の確保

辺地とその他の地域の格差是正を図るとともに、

過疎地域の自立促進のための施策を推進するた

め、辺地及び過疎対策事業の所要額が確保された。

（４）地方公営企業による生活関連社会資本の整備

の推進

上・下水道、交通、病院等住民生活に密接に関

連した社会資本の整備を着実に推進することと

し、事業の実施状況等を踏まえ、所要額が確保さ

れた。

また、広域化、安全対策を積極的に推進すると

ともに、公営企業借換債の増額等により経営健全

化への取組みを支援することとした。

さらに、世代間負担の公平化を図る観点から、

下水道事業債について、公営企業債元金償還期間

と減価償却期間との差により生じる資本不足を補

うため、資本費平準化債が拡充することとされた。

なお、下水道事業のうち流域下水道事業等及び

水道事業のうち簡易水道事業については、事業年

度における一般会計繰出しに代えて、臨時的に公

営企業債を措置することとされた。

府内市町村（大阪市を除く）における許可状況

府内市町村（大阪市を除く）の平成１６年度地方債

許可額は２,５３５億３,６７０万円（特定資金枠外債４億

２,０３０万円を含む）で、前年度に比べ４７５億９,７６０万

円、１５.９％減と４年ぶりに対前年度を下回った。

これを地方債計画上の主な項目別に見ると、一般

会計債６７２億５,１６０万円（前年度比８６億９,１２０万円、

１１.６％減）、公営企業債９０４億２,０７０万円（同９３億

２,７９０万円、９.４％減）、減税補てん債１２０億１,１３０万

円（同３億１,０３０万円、２.７％増）、臨時財政対策債

７９１億７２０万円（同２９４億２,４２０万円、２７.１％減）と

なっている。

また、起債許可額に占める資金区分の割合につい

ては、政府資金５４.３％（前年度５６.２％）、公庫資金

１５.１％（同１４.３％）、民間資金等３０.４％（同２８.８％）

となっており、政府資金と公庫資金を合わせた政府

系資金は、全体の６９.４％（同７０.５％）を占めている。

全許可額に占める事業債別の構成比は、上位から

①臨時財政対策債（３１.２％）、②下水道事業債

（２８.１％）、③一般単独事業債〔一般〕（４.７％）、④

減税補てん債（４.７％）、⑤一般公共事業債（４.０％）

となっており、これらの事業債で全体の７２.８％を

占めている。

事業別の対前年度増減額の状況は、増加分として

は、上位から①下水道事業債（４２億２,２２０万円、

６.３％増）、②一般公共事業債（４１億６,９６０万円、

６８.８％増）、③義務教育施設整備事業債（３４億４,６９０

万円、６０.２％増）となっている。これらの事業債

の起債許可額が増加した主な要因としては、それぞ

れ①については、資本費平準化債の発行要件が改定

されたこと、②では事業量の増加、③では国の補正

予算に伴う増加などが挙げられる。

一方、減少分としては、①臨時財政対策債（２９４

億２,４２０万円、２７.１％減）、②病院事業債（１２２億

３,７８０万円、６２.５％減）、③一般単独事業債〔一般〕

（９３億２,１６０万円、４３.７％減）となっている。これ

らの事業債の起債許可額が減少した主な要因として

は、それぞれ①については、地方財源不足に対処す

るためのいわゆる赤字地方債が減少となったこと、

②及び③については大規模事業の完了及び事業量の

減少などが挙げられる。

府内市町村（大阪市を除く）の銀行等引受債の借

銀行等引受債の借入（発行状況）

事業別の特徴

許可額
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入（発行）額をみると、平成１６年度新規発行分は

１,００８億３００万円で、前年度に比べて１０４億５,９００万

円の減、また、その内借換債については２８１億５,０００

万円で、前年度に比べて３４億５,８００万円の増となっ

ている。

府内市町村の借入条件の決定方法は、入札制度や

見積もり合わせを導入し、指定金融機関以外から借

入を行っている団体もあり、その結果、条件の違い

はあるものの償還期限１０年ものの利率で比較してみ

ると、０.４０％から２.７９％と最大で２.３９％の格差が

生じている。

なお、借入（発行）の方法は、５年連続で証書借

入が１００％となっている。

府内市町村（大阪市を除く）の平成１６年度住民参

加型市場ミニ公募債の新規発行分は２３億円であった。

今回、堺市、枚方市において発行され、発行条件

については、堺市は５年満期一括償還で利率は０.８２％、

枚方市は５年満期一括償還で利率は０.６２％となっ

ており、これは発行月直前の国債流通利回りを参考

に決定されている。発行額の内訳は、堺市２０億円、

枚方市３億円となっており、事業別で見てみると一

般公共事業債で９,４９０万円、一般単独事業債で２１億

８,１５０万円、地域活性化事業債で２,３６０万円となっ

ている。

近年、地方債を取り巻く環境が変容しつつある。

その中のひとつに、地方債が充当される資金構成の

変化があげられる。

政府資金の重点化方針により、平成１６年度は全国

型公募団体について、平成１７年度は特例市及び中核

市について、政府資金から民間等資金への傾斜化が

行われた。具体例を挙げると、臨時財政対策債にお

いて、平成１６年度までは、市町村については、投資

的経費対応額の全額に政府資金が充当されてきた。

しかし、平成１７年度、特例市及び中核市について、

政府資金の充当は、投資的経費対応額もしくは臨時

財政対策債発行希望額のどちらか少ない額の８０％

以下とされ、残額については民間等資金となってい

る。来年度以降もこの傾向は続き、さらに民間等資

金の割合が高くなることが予想される。

一方で、地方債引受側の民間金融機関等において

も変化が見られる。これまで、民間金融機関からの

証書による借入は、償還期間１０年以下のものが大半

であった。しかし、償還期間を２０年とする借入な

ど民間金融機関も様々な対応を行いつつある。さら

に、共済組合においても、全国市有物件災害共済会

が平成１６年度より償還期間５年の貸付条件を追加設

定した。

このように、地方債引受側である民間金融機関等

の多様な貸付条件対応により、様々な借入が可能と

なりつつある。これは、政府資金による借入にはな

いメリットである。

もちろん、政府資金には、借入が長期かつ低利で

あるというメリットがある。しかし、一方で、償還

条件が画一的であるというデメリットもある。

今後、地方債の協議制への移行もあり、民間等資

金のもつ選択肢の多さというメリットを活かすこと

が重要になってくる。例えば、比較的短期の償還期

間を設定すれば金利軽減が図れる。逆に償還条件を

工夫すれば、当面の公債費を抑制できる。こういっ

たメリットと金利変動等のリスクを総合的に勘案

し、幅広い選択肢の中から借入条件を決定すること

により、適正な償還管理が可能となるだろう。もっ

とも、公債費負担の安易な先送りは行うべきではな

いが、より有利な条件で借入を行ったり、安定的な

財政運営を行うため公債費負担の平準化を検討する

ことは、自己責任時代の財政運営を行う上で必要な

ことであろう。

なお、現在、民間格付機関により、都道府県や政令

市等の全国型公募団体について、格付が行われてお

り、市町村についても、金融機関の評価がより厳格

になされていくと思われる。その様な状況で、今後

も安定的かつ有利に民間等資金を調達するために、

さらなる財政健全化と適切な公債管理、ＩＲ活動の

重要性が高まっていることを付け加えておきたい。

おわりに

公募債の借入（発行状況）
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平成１６年度起債許可額の前年度比調
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起債許可額の推移
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平成１６年度起債許可状況及び財源内訳

※一般公共調整分、地域再生事業債分および財政健全化債分にかかる許可額は各区分に計上しているため、「起債許可額一覧（事業別）」の許
可額と地方債の額が一致しない区分がある。
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平成１６年度起債許可額一覧（事業別）
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平成１６年度起債許可額一覧（事業別）
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